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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自立式スタンドを備えた板状のフレーム筐体と、
　表示内容の異なる複数の画像データを関連付けて記憶する画像記憶部と、
　上記フレーム筐体の前面側に設けられた表示部と、
　上記画像記憶部が記憶する画像データに基づいて上記表示部に画像を表示させる表示制
御部と、
　上記フレーム筐体の背面側に向けて画像を投影する投影部と、
　上記表示制御部が上記表示部での表示に用いている画像データと関連付けて記憶された
複数の画像データを上記画像記憶部から選択する画像選択部と、
　上記画像選択部で選択した複数の画像を上記画像記憶部から読出し、読出した複数の画
像データに基づいて上記投影部で画像を投影させる投影制御部と
を具備したことを特徴とするデジタルフォトフレーム。
【請求項２】
　上記画像記憶部は、複数の画像データそれぞれにタイムスタンプ情報を付加して記憶し
、
　上記画像選択部は、上記表示制御部が上記表示部での表示に用いている画像データに付
加されたタイムスタンプ情報に基づいて上記画像記憶部から複数の画像データを選択する
ことを特徴とする請求項１記載のデジタルフォトフレーム。
【請求項３】
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　上記画像記憶部は、複数の画像データを複数のデータフォルダと関連付けて記憶し、
　上記画像選択部は、上記表示制御部が上記表示部での表示に用いている画像データと関
連付けられたデータフォルダ内の他の複数の画像データを上記画像記憶部から選択する
ことを特徴とする請求項１記載のデジタルフォトフレーム。
【請求項４】
　複数の画像を配置する投影パターンデータを複数記憶したパターン記憶部と、
　上記パターン記憶部が記憶する複数の投影パターンデータから１つを選択するパターン
選択部と
をさらに具備し、
　上記画像選択部は、上記パターン選択部で選択した投影パターンデータで求められる画
像データ数により上記画像記憶部から複数の画像データを選択し、
　上記投影制御部は、上記パターン選択部が選択した投影パターンデータ及び上記画像選
択部が選択した複数の画像データに基づいて上記投影部で画像を投影させる
ことを特徴とする請求項１記載のデジタルフォトフレーム。
【請求項５】
　上記投影部が投影する画像の領域が、正面の視点から見て上記フレーム筐体と重なり合
わないように投影することを特徴とする請求項１記載のデジタルフォトフレーム。
【請求項６】
　上記投影部が画像を投影する被投影面までの距離を測定する測距部をさらに具備し、
　上記投影部は、上記測距部で得た距離に基づいて投影する画像の合焦位置を設定する
ことを特徴とする請求項１記載のデジタルフォトフレーム。
【請求項７】
　フレーム筐体に対する上記投影部の投影方向によって決定される所定位置がそれぞれ異
なる大きさでマスクされた、複数の画像を配置する投影パターンデータを複数記憶したパ
ターン記憶部と、
　上記測距部で得た距離に基づいて上記パターン記憶部が記憶する複数の投影パターンデ
ータから１つを選択するパターン選択部と
をさらに具備し、
　上記画像選択部は、上記パターン選択部で選択した投影パターンデータで求められる画
像データ数により上記画像記憶部から複数の画像データを選択し、
　上記投影制御部は、上記パターン選択部が選択した投影パターンデータ及び上記画像選
択部が選択した複数の画像データに基づいて上記投影部で画像を投影させる
ことを特徴とする請求項６記載のデジタルフォトフレーム。
【請求項８】
　上記パターン記憶部が記憶する複数の投影パターンデータは、少なくとも一部で配置す
る画像の数が異なるように設定されており、
　上記パターン選択部は、上記測距部で得た距離に対応し、上記マスク部の大きさ及び配
置する画像の数の少なくとも一方に基づいて投影パターンデータを選択する
ことを特徴とする請求項７記載のデジタルフォトフレーム。
【請求項９】
　自立式スタンドを備えた板状のフレーム筐体、表示内容の異なる複数の画像データを関
連付けて記憶する画像記憶部、上記フレーム筐体の前面側に設けられた表示部、及び上記
フレーム筐体の背面側に向けて画像を投影する投影部を備えたデジタルフォトフレームで
の画像制御方法であって、
　上記画像記憶部が記憶する画像データに基づいて上記表示部に画像を表示させる表示制
御工程と、
　上記表示制御工程で上記表示部での表示に用いている画像データと関連付けて記憶され
た複数の画像データを上記画像記憶部から選択する画像選択工程と、
　上記画像選択工程で選択した複数の画像を上記画像記憶部から読出し、読出した複数の
画像データに基づいて上記投影部で画像を投影させる投影制御工程と
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を有したことを特徴とする画像制御方法。
【請求項１０】
　自立式スタンドを備えた板状のフレーム筐体、表示内容の異なる複数の画像データを関
連付けて記憶する画像記憶部、上記フレーム筐体の前面側に設けられた表示部、及び上記
フレーム筐体の背面側に向けて画像を投影する投影部を備えたデジタルフォトフレームが
内蔵するコンピュータが実行するプログラムであって、
　当該プログラムを、
　上記画像記憶部が記憶する画像データに基づいて上記表示部に画像を表示させる表示制
御手段、
　上記表示制御手段で上記表示部での表示に用いている画像データと関連付けて記憶され
た複数の画像データを上記画像記憶部から選択する画像選択手段、及び
　上記画像選択手段で選択した複数の画像を上記画像記憶部から読出し、読出した複数の
画像データに基づいて上記投影部で画像を投影させる投影制御手段
として機能させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メモリに記憶した画像データを用いて画像の表示を行なうデジタルフォトフ
レーム、画像制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータシステムなどの導入コストのかかるシステムを用いることなく
情報サービスが受けられるとともに、情報機器として画面を有効に活用し得るディジタル
フォトスタンドを使用した通信端末システムを提供することを目的として、電話回線接続
装置を備えるようにした技術が考えられている。（例えば、特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－３２４４７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近時、半導体メモリの集積度が向上し、大容量の不揮発性メモリが比較的低価格で入手
可能となっており、デジタルフォトフレームに装着するメモリカード、あるいはデジタル
フォトフレームが内蔵するメモリにも大量の画像データを格納させることが可能となって
いる。
【０００５】
　また、一般家庭でパーソナルコンピュータや家庭用テレビゲーム機、携帯ゲーム機等の
無線ＬＡＮ環境が普及するに連れて、上記特許文献に記載された技術にもあるように、デ
ジタルフォトフレームに情報通信機能を搭載することで、デジタルフォトフレームで取得
し、表示させることが可能な画像の数は膨大なものとなる。
【０００６】
　一方で、デジタルフォトフレーム自体は対角が数インチ乃至十数インチ程度のサイズの
液晶表示パネルで構成された表示画面を有するものであり、出力側としての表示容量はほ
とんど増加していない。
【０００７】
　そのため、例えば一般にスライドショーと称される機能のように一定時間毎に表示画像
を切り替えるような表示モードを採用するにしても、一定時間当たりで表示できる画像の
数は限られている。
【０００８】
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　本発明は上記のような実情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、より多
くの画像を効率的且つ豊かなバリエーションで表示することが可能なデジタルフォトフレ
ーム、画像制御方法及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１記載の発明は、自立式スタンドを備えた板状のフレーム筐体と、表示内容の異
なる複数の画像データを関連付けて記憶する画像記憶部と、上記フレーム筐体の前面側に
設けられた表示部と、上記画像記憶部が記憶する画像データに基づいて上記表示部に画像
を表示させる表示制御部と、上記フレーム筐体の背面側に向けて画像を投影する投影部と
、上記表示制御部が上記表示部での表示に用いている画像データと関連付けて記憶された
複数の画像データを上記画像記憶部から選択する画像選択部と、上記画像選択部で選択し
た複数の画像を上記画像記憶部から読出し、読出した複数の画像データに基づいて上記投
影部で画像を投影させる投影制御部とを具備したことを特徴とする。
【００１０】
　請求項２記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、上記画像記憶部は、複数の
画像データそれぞれにタイムスタンプ情報を付加して記憶し、上記画像選択部は、上記表
示制御部が上記表示部での表示に用いている画像データに付加されたタイムスタンプ情報
に基づいて上記画像記憶部から複数の画像データを選択することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３記載発明は、上記請求項１記載の発明において、上記画像記憶部は、複数の画
像データを複数のデータフォルダと関連付けて記憶し、上記画像選択部は、上記表示制御
部が上記表示部での表示に用いている画像データと関連付けられたデータフォルダ内の他
の複数の画像データを上記画像記憶部から選択することを特徴とする。
【００１２】
　請求項４記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、複数の画像を配置する投影
パターンデータを複数記憶したパターン記憶部と、上記パターン記憶部が記憶する複数の
投影パターンデータから１つを選択するパターン選択部とをさらに具備し、上記画像選択
部は、上記パターン選択部で選択した投影パターンデータで求められる画像データ数によ
り上記画像記憶部から複数の画像データを選択し、上記投影制御部は、上記パターン選択
部が選択した投影パターンデータ及び上記画像選択部が選択した複数の画像データに基づ
いて上記投影部で画像を投影させることを特徴とする。
　請求項５記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、上記投影部が投影する画像
の領域が、正面の視点から見て上記フレーム筐体と重なり合わないように投影することを
特徴とする。
【００１３】
　請求項６記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、上記投影部が画像を投影す
る被投影面までの距離を測定する測距部をさらに具備し、上記投影部は、上記測距部で得
た距離に基づいて投影する画像の合焦位置を設定することを特徴とする。
【００１４】
　請求項７記載の発明は、上記請求項６記載の発明において、フレーム筐体に対する上記
投影部の投影方向によって決定される所定位置がそれぞれ異なる大きさでマスクされた、
複数の画像を配置する投影パターンデータを複数記憶したパターン記憶部と、上記測距部
で得た距離に基づいて上記パターン記憶部が記憶する複数の投影パターンデータから１つ
を選択するパターン選択部とをさらに具備し、上記画像選択部は、上記パターン選択部で
選択した投影パターンデータで求められる画像データ数により上記画像記憶部から複数の
画像データを選択し、上記投影制御部は、上記パターン選択部が選択した投影パターンデ
ータ及び上記画像選択部が選択した複数の画像データに基づいて上記投影部で画像を投影
させることを特徴とする。
【００１５】
　請求項８記載の発明は、上記請求項７記載の発明において、上記パターン記憶部が記憶
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する複数の投影パターンデータは、少なくとも一部で配置する画像の数が異なるように設
定されており、上記パターン選択部は、上記測距部で得た距離に対応し、上記マスク部の
大きさ及び配置する画像の数の少なくとも一方に基づいて投影パターンデータを選択する
ことを特徴とする。
【００１６】
　請求項９記載の発明は、自立式スタンドを備えた板状のフレーム筐体、表示内容の異な
る複数の画像データを関連付けて記憶する画像記憶部、上記フレーム筐体の前面側に設け
られた表示部、及び上記フレーム筐体の背面側に向けて画像を投影する投影部を備えたデ
ジタルフォトフレームでの画像制御方法であって、上記画像記憶部が記憶する画像データ
に基づいて上記表示部に画像を表示させる表示制御工程と、上記表示制御工程で上記表示
部での表示に用いている画像データと関連付けて記憶された複数の画像データを上記画像
記憶部から選択する画像選択工程と、上記画像選択工程で選択した複数の画像を上記画像
記憶部から読出し、読出した複数の画像データに基づいて上記投影部で画像を投影させる
投影制御工程とを有したことを特徴とする。
【００１７】
　請求項１０記載の発明は、自立式スタンドを備えた板状のフレーム筐体、表示内容の異
なる複数の画像データを関連付けて記憶する画像記憶部、上記フレーム筐体の前面側に設
けられた表示部、及び上記フレーム筐体の背面側に向けて画像を投影する投影部を備えた
デジタルフォトフレームが内蔵するコンピュータが実行するプログラムであって、当該プ
ログラムを、上記画像記憶部が記憶する画像データに基づいて上記表示部に画像を表示さ
せる表示制御手段、上記表示制御手段で上記表示部での表示に用いている画像データと関
連付けて記憶された複数の画像データを上記画像記憶部から選択する画像選択手段、及び
上記画像選択手段で選択した複数の画像を上記画像記憶部から読出し、読出した複数の画
像データに基づいて上記投影部で画像を投影させる投影制御手段として機能させる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、より多くの画像を効率的且つ豊かなバリエーションで表示することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るデジタルフォトフレームの外観構成と設置環境を
示す側面図。
【図２】同実施形態に係るデジタルフォトフレームの機能回路の構成を示すブロック図。
【図３】同実施形態に係る画像の表示及び投影の処理内容を示すフローチャート。
【図４】同実施形態に係るプログラムメモリに記憶される投影パターンデータの一例を示
す図。
【図５】同実施形態に係る表示部での画像表示と投影部での画像投影状態を、デジタルフ
ォトフレームの正面側から見た場合を例示する図。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る画像の表示及び投影の処理内容を示すフローチャ
ート。
【図７】同実施形態に係るデジタルフォトフレームの設置環境、特に壁面との距離に応じ
た投影範囲の変化を示す側面図。
【図８】同実施形態に係る表示部での画像表示と投影部での画像投影状態を、デジタルフ
ォトフレームの正面側から見た場合を例示する図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
（第１の実施形態）　
　以下、本発明の第１の実施形態に係るデジタルフォトフレームについて図面を参照して
説明する。　
　図１は、本実施形態に係るデジタルフォトフレーム１の外観構成と設置環境を示す側面



(6) JP 5521863 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

図である。同図で、デジタルフォトフレーム１は、薄板状のフレーム筐体１ａの背面側に
折りたたみ式のスタンド２が装備され、このスタンド２を開いて図中の台Ｂ上などに載置
され、電子式の「写真立て」として使用される。
【００２１】
　フレーム筐体１ａの前面には、本図では直接示さないが、例えばバックライト付きの透
過型ＴＦＴカラー液晶パネルによる表示部３が備えられ、後述するメモリに記憶された画
像データに基づく画像、あるいはカレンダ、時計等の画像を表示する。
【００２２】
　また、フレーム筐体１ａの背面には、上述したスタンド２の他に、その上端側に投影部
４と測距部５が設けられる。
【００２３】
　投影部４は、図示する如くデジタルフォトフレーム１のフレーム筐体１ａをスタンド２
により一定の角度に立てた状態で、予め設定される距離範囲内の直立した壁面Ｗに対して
画像の投影を行なう。
【００２４】
　測距部５は、投影部４と一体に形成され、例えばアクティブフォーカス方式で赤外線パ
ルスの発信と受信を行なうことで、その時間差を検出することにより上記投影部４が投影
を行なう被投影面となる壁面Ｗまでの距離、正確には投影部４の投影光軸に沿った壁面Ｗ
までの距離を測定する。
【００２５】
　なお、本実施形態では、図示するように投影部４の投影光軸が壁面Ｗに対して直交して
おらず、やや仰角をもって壁面Ｗに画像を投影するものとしている。そのため、壁面Ｗに
対してフレーム筐体１ａの左右方向が平行に設置されている状態でも、投影部４より矩形
の画像を投影した場合、壁面Ｗでは上底側が下底側より大きい逆台形状の画像が投影され
ることになる。
【００２６】
　したがって、本実施形態では、スタンド２を用いてフレーム筐体１ａを立てる角度自体
は既知であるため、台Ｂが水平、壁面Ｗが鉛直であるものと仮定して、予めフレーム筐体
１ａを立てる角度を勘案して台形補正を施した画像を作成して投影することにより、壁面
Ｗ上では正確な矩形の画像を表示可能となるものとする。
【００２７】
　図２は上記デジタルフォトフレーム１の電子回路の機能構成を示すブロック図である。
同図で、このフレーム筐体１ａ内に固定的に備えられる内蔵メモリ１１と、コネクタＣを
介してフレーム筐体１ａに着脱自在に装着されるメモリカード１２に、共に多数の画像デ
ータが記憶される。これら記憶されている画像データはいずれも、属性情報の１つとして
、日時の情報をタイムスタンプとして合わせて保持している。
【００２８】
　これら内蔵メモリ１１及びメモリカード１２の少なくとも一方に記憶された画像データ
がメモリコントローラ１３により読出され、システムバスＳＢを介して表示コントローラ
１４または投影処理部１５に送られる。
【００２９】
　表示コントローラ１４では、送られてきた画像データに基づいて上記表示部３を駆動し
、画像を表示させる。
【００３０】
　投影処理部１５は、送られてきた画像データに基づいて、例えばマイクロミラー素子と
その駆動部で構成される光像形成部１６を制御する。上記マイクロミラー素子は、アレイ
状に配列された複数、例えばＸＧＡ（横１０２４画素×縦７６８画素）分の微小ミラーの
各傾斜角度を個々に高速でオン／オフ動作して表示動作することで、その反射光により光
像を形成する。
【００３１】
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　一方で投影処理部１５は、光源部１７を発光駆動し、Ｒ（赤色），Ｇ（緑色），Ｂ（青
色）の原色光を循環的に発光させて光像形成部１６に入射させる。
【００３２】
　そして、光像形成部１６での反射光で光像が形成され、形成された光像が上記投影部４
を構成する投影レンズユニット１８を介して、投影対象となる上記壁面Ｗ上に結像される
。
【００３３】
　上記光源部１７は、赤色（Ｒ）光、緑色（Ｇ）光、及び青色（Ｂ）光を発する３種の発
光ダイオードとミラー、ダイクロイックミラー、インテグレータ等を有し、投影処理部１
５の駆動に基づいて上述した如くＲ，Ｇ，Ｂの原色光を循環的に時分割で光像形成部１６
へ出射する。
【００３４】
　光源部１７の各ＬＥＤの発光タイミングや駆動信号の波形等破投影処理部１５が統括し
て制御する。
【００３５】
　上記各回路の動作すべてをＣＰＵ１９が制御する。このＣＰＵ１９は、メインメモリ２
０及びプログラムメモリ２１と直接接続される。メインメモリ２０は、ＤＲＡＭで構成さ
れ、ＣＰＵ１９のワークメモリとして機能する。プログラムメモリ２１は、電気的書換可
能な不揮発性メモリで構成され、ＣＰＵ１９が実行する動作プログラムや後述する複数の
投影レイアウトパターンデータ等の各種定型データを記憶する。ＣＰＵ１９は、上記メイ
ンメモリ２０及びプログラムメモリ２１を用いて、このデジタルフォトフレーム１内の制
御動作を実行する。
【００３６】
　上記ＣＰＵ１９は、操作部２２からのキー操作信号に応じて各種投影動作を実行する。
　
　この操作部２２は、デジタルフォトフレーム１の例えば背面側等に設けられるキー操作
部である。具体的には、例えば電源キー、測距部５による投影を表示部３での表示と併せ
て行なわせる「プロジェクタ」キー、各種動作メニューの変更／設定を指示するためのメ
ニューキー、カーソルキー、決定キー、キャンセルキー等を操作部２２が備え、ユーザが
操作したキーに基づくキー操作信号をＣＰＵ１９へ直接出力する。
【００３７】
　上記ＣＰＵ１９はさらに、上記システムバスＳＢを介して測距演算部２３とも接続され
る。測距演算部２３は、上記測距部５を構成する測距センサ２４を動作させて赤外線パル
スを送受信させ、その送受信タイミングの時間差から壁面Ｗまでの距離を算出してＣＰＵ
１９に送出する。
【００３８】
　次に上記実施形態の動作について説明する。　
　なお、以下に示す処理内容はＣＰＵ１９がプログラムメモリ２１から読出した動作プロ
グラムをメインメモリ２０上に展開して記憶させた上で実行する。　
　また、内蔵メモリ１１及びメモリカード１２に記憶される画像データは、ユーザが任意
にデータフォルダを設定した上でそのデータフォルダ内に画像データを格納することが可
能であるものとする。
【００３９】
　一方、表示モードの１つとして、ユーザが任意のデータフォルダを指定することで、そ
のデータフォルダ内に格納された画像データのみを順次読出して一定時間ずつ切換て表示
させる、「フォルダ内スライドショー」モードと呼称する表示モードを選択することが可
能であるものとする。
【００４０】
　図３は、操作部２２の電源キー操作により電源を投入した状態でＣＰＵ１９が実行する
画像の表示に関する処理内容である。動作当初は、表示部３のみによる通常の画像表示処
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理を実行する（ステップＳ１０１）。
【００４１】
　このとき、その時点で設定されている表示モードの内容に基づいて内蔵メモリ１１及び
メモリカード１２に記憶される画像データを順次読出し、表示コントローラ１４を介して
表示部３で表示させる、表示処理のみを実行している。
【００４２】
　それと共にＣＰＵ１９は、操作部２２により上記「プロジェクタ」キーが操作されたか
否かにより、投影部４でのプロジェクタ機能を起動させるためのキー操作がなされたか否
かを判断する（ステップＳ１０２）。
【００４３】
　ここで「プロジェクタ」キーが操作されず、投影部４でのプロジェクタ機能を起動させ
るためのキー操作がなされていないと判断すると、ＣＰＵ１９は再び上記ステップＳ１０
１からの処理に戻る。
【００４４】
　こうしてステップＳ１０１，Ｓ１０２の処理を繰返し実行することにより、ＣＰＵ１９
は通常の表示部３のみによる表示を行ないながら、「プロジェクタ」キーが操作がなされ
るのを待機する。
【００４５】
　そして「プロジェクタ」キーが操作された時点でＣＰＵ１９はステップＳ１０２により
それを判断し、プログラムメモリ２１に記憶している複数の投影レイアウトパターンデー
タの中から例えばランダムに１つを選択する（ステップＳ１０３）。
【００４６】
　図４は、ＣＰＵ１９がプログラムメモリ２１から選択して読出す投影レイアウトパター
ンデータの一例を示す。同図では、本来は矩形である筈の投影範囲中、下側中央部に投影
を行なわないマスク領域Ｍを設けることで、結果として投影領域ＰＡがコ字状となる。こ
のコ字状の投影領域ＰＡに対して、「画像Ａ」～「画像Ｅ」の計５つの画像投影領域が設
定されている。
【００４７】
　なお、上記図４は台形補正処理後の投影画像に即した形状を示すもので、実際にプログ
ラムメモリ２１から読出す投影レイアウトパターンデータは、投影部４での投影光軸の仰
角分に対応して、上底が下底より小さい台形状となる。
【００４８】
　上記のような投影レイアウトパターンデータを読出した後、表示モードとして特定のデ
ータフォルダを指定した、上記「フォルダ内スライドショー」モードが選択された状態で
あるか否かを判断する（ステップＳ１０４）。
【００４９】
　ここで特定のデータフォルダを指定する「フォルダ内スライドショー」モードであると
判断した場合には、引き続きその指定中のデータフォルダ内から他の画像データを１つラ
ンダムに選択する（ステップＳ１０５）。
【００５０】
　次いで、この選択した画像データ以外で、同一データファイル内に格納された他の画像
データを上記ステップＳ１０３で選択した投影レイアウトパターンデータが必要とする画
像数分、例えば上記図４で説明したパターンデータであれば５つ、選択する（ステップＳ
１０６）。
【００５１】
　ＣＰＵ１９は、表示コントローラ１４により上記ステップＳ１０５で選択した画像デー
タに基づいて表示用の画像データを作成させると共に、投影処理部１５により上記ステッ
プＳ１０６で選択した複数の画像データと上記ステップＳ１０３で選択した投影レイアウ
トパターンデータとによって投影用の画像データを作成させる（ステップＳ１０７）。
【００５２】
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　そして、作成した表示用と投影用の各画像データを用いて、表示部３でメインとなる画
像の表示を行なうと共に、光像形成部１６、投影レンズユニット１８によりデジタルフォ
トフレーム１の背面側に位置する壁面Ｗでサブとなる複数の画像を投影させる（ステップ
Ｓ１１１）。
【００５３】
　図５は、こうして表示部３での画像表示と投影部４での画像投影を実行している状態を
、デジタルフォトフレーム１の正面側から見た場合を例示している。同図では、デジタル
フォトフレーム１の表示部３でメインとなる画像を表示すると共に、デジタルフォトフレ
ーム１の背面側に位置する壁面Ｗで複数、例えば５つのサブとなる画像を投影部４により
投影している。
【００５４】
　投影部４が投影する画像は、上述した投影領域ＰＡに示した如くデジタルフォトフレー
ム１の位置を考慮したマスク領域Ｍを設けているため、デジタルフォトフレーム１の正面
から見た場合に投影領域ＰＡとデジタルフォトフレーム１とが重なり合って、投影画像の
一部がデジタルフォトフレーム１自体により遮られてしまうことがないようにしている。
【００５５】
　また、デジタルフォトフレーム１の表示部３で表示されるメインの画像と、投影部４に
より投影される複数のサブの画像は、同一のデータフォルダから選択したものである。
【００５６】
　そのため、ユーザが予めなんらかの統一基準に則って画像データフォルダを作成し、そ
の作成したデータフォルダを指定して画像の表示及び投影を行なわせれば、統一感のある
複数の画像を同時に一括して投影させることができる。
【００５７】
　この表示と投影とを行なった状態から、切替わりのタイミングとなったか否か、すなわ
ち予め設定されている一定時間が経過したか否かを判断する（ステップＳ１１２）。ここ
でまだ切替わりタイミングではなく、一定時間が経過していないと判断すると、再び上記
ステップＳ１１１の処理に戻る。
【００５８】
　こうしてステップＳ１１１，Ｓ１１２の処理を繰返し実行することにより、ＣＰＵ１９
は表示部３でのメイン画像の表示と投影部４による複数のサブ画像の投影とを行ないなが
ら、一定時間が経過するのを待機する。
【００５９】
　そして、切替わりのタイミングとなるとステップＳ１１２でそれを判断し、再び上記ス
テップＳ１０４からの処理にもどって、次の画像データを選択する。
【００６０】
　また、上記ステップＳ１０４で特定のデータフォルダを指定した「フォルダ内スライド
ショー」モードではないと判断した場合には、あらためて内蔵メモリ１１及びメモリカー
ド１２からそれまで表示部３で表示していた画像データとは異なる画像データを１つラン
ダムに選択する（ステップＳ１０８）。
【００６１】
　次いで、この選択した画像データ以外で、タイムスタンプ情報の内容が近い他の画像デ
ータを上記ステップＳ１０３で選択した投影レイアウトパターンデータが必要とする画像
数分、例えば上記図４で説明したパターンデータであれば５つ、選択する（ステップＳ１
０９）。
【００６２】
　ＣＰＵ１９は、表示コントローラ１４により上記ステップＳ１０８で選択した画像デー
タに基づいて表示用の画像データを作成させると共に、投影処理部１５により上記ステッ
プＳ１０９で選択した複数の画像データと上記ステップＳ１０３で選択した投影レイアウ
トパターンデータとによって投影用の画像データを作成させる（ステップＳ１１０）。
【００６３】
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　そして、作成した表示用と投影用の各画像データを用いて上記ステップＳ１１１に進み
、表示部３でメインとなる画像の表示を行なうと共に、光像形成部１６、投影レンズユニ
ット１８によりデジタルフォトフレーム１の背面側に位置する壁面Ｗでサブとなる複数の
画像を投影させる。
【００６４】
　このように、特に画像データを格納したデータフォルダの指定がされていない場合には
、ランダムに選択した画像をメインとしと表示させると共に、そのメイン画像とタイムス
タンプが近いものを複数のサブ画像として選択して、同時に投影させるものとした。
【００６５】
　これにより、ユーザがデジタルカメラでの撮影等により得た画像を内蔵メモリ１１また
はメモリカード１２に複数格納させていた場合、時系列で近い位置にある複数の画像がと
もに選択されて一度に表示及び投影させるため、ユーザにとって統一感がとれた内容での
表示及び投影が実現できる。
【００６６】
　以上詳述した如く本実施形態によれば、より多くの画像を効率的且つ豊かなバリエーシ
ョンで表示することが可能となる。
【００６７】
　また上記実施形態では、複数の投影レイアウトパターンから１つを選択して投影画像を
作成するものとしたので、より豊かなバリエーションで画像を投影することが可能となる
。
【００６８】
（第２の実施形態）　
　以下、本発明の第２の実施形態に係るデジタルフォトフレームについて図面を参照して
説明する。　
　なお、本実施形態に係るデジタルフォトフレーム１′の外観構成と設置環境に関しては
上記図１に示したものと同様であり、また、デジタルフォトフレーム１′の電子回路の機
能構成については上記図２に示したものと同様であるものとして、それぞれ同一部分には
同一符号を用い、それらの図示及び説明を省略する。
【００６９】
　また、プログラムメモリ２１には複数の投影レイアウトパターンデータが記憶されてい
る。これらプログラムメモリ２１に記憶された複数の投影レイアウトパターンデータは、
投影距離に応じてマスク領域Ｍと画像配置数とが異なるように予め対応関係が設定されて
いる。
【００７０】
　次に上記実施形態の動作について説明する。　
　なお、以下に示す処理内容はＣＰＵ１９がプログラムメモリ２１から読出した動作プロ
グラムをメインメモリ２０上に展開して記憶させた上で実行する。　
　図６は、操作部２２の電源キー操作により電源を投入した状態でＣＰＵ１９が実行する
画像の表示に関する処理内容である。動作当初は、表示部３のみによる通常の画像表示処
理を実行する（ステップＳ２０１）。
【００７１】
　このとき、その時点で設定されている表示モードの内容に基づいて内蔵メモリ１１及び
メモリカード１２に記憶される画像データを順次読出し、表示コントローラ１４を介して
表示部３で表示させる、表示処理のみを実行している。
【００７２】
　それと共にＣＰＵ１９は、操作部２２により上記「プロジェクタ」キーが操作されたか
否かにより、投影部４でのプロジェクタ機能を起動させるためのキー操作がなされたか否
かを判断する（ステップＳ２０２）。
【００７３】
　ここで「プロジェクタ」キーが操作されず、投影部４でのプロジェクタ機能を起動させ
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るためのキー操作がなされていないと判断すると、ＣＰＵ１９は再び上記ステップＳ２０
１からの処理に戻る。
【００７４】
　こうしてステップＳ２０１，Ｓ２０２の処理を繰返し実行することにより、ＣＰＵ１９
は通常の表示部３のみによる表示を行ないながら、「プロジェクタ」キーが操作がなされ
るのを待機する。
【００７５】
　そして「プロジェクタ」キーが操作された時点でＣＰＵ１９はステップＳ２０２により
それを判断し、測距部５により壁面Ｗまでの投影距離を測定させる（ステップＳ２０３）
。
【００７６】
　図７は、投影距離の異なる３つの壁面Ｗ１～Ｗ３と、投影部４による投影範囲の関係を
示す。投影部４での投影角度が一定である場合、当然ながら投影距離が長くなるほど投影
範囲はなる。したがって、投影画像の合焦位置を制御するためにも、測距部５による壁面
Ｗ（Ｗ１～Ｗ３）までの投影光軸に沿った距離を測定することが必要となる。
【００７７】
　ＣＰＵ１９では、上記測距により得た距離データに基づいて、プログラムメモリ２１に
記憶されている複数の投影レイアウトパターンデータの中から１つを選択する（ステップ
Ｓ２０４）。
【００７８】
　投影レイアウトパターンデータを読出した後、あらためて内蔵メモリ１１及びメモリカ
ード１２からそれまで表示部３で表示していた画像データとは異なる画像データを１つラ
ンダムに選択する（ステップＳ２０５）。
【００７９】
　次いで、この選択した画像データ以外で、タイムスタンプ情報の内容が近い他の画像デ
ータを上記ステップＳ２０４で選択した投影レイアウトパターンデータが必要とする画像
数分だけ選択する（ステップＳ２０６）。
【００８０】
　ＣＰＵ１９は、表示コントローラ１４により上記ステップＳ２０５で選択した画像デー
タに基づいて表示用の画像データを作成させると共に、投影処理部１５により上記ステッ
プＳ２０６で選択した複数の画像データと上記ステップＳ２０４で選択した投影レイアウ
トパターンデータとにより投影用の画像データを作成させる（ステップＳ２０７）。
【００８１】
　そして、作成した表示用と投影用の各画像データを用いて表示部３でメインとなる画像
の表示を行なうと共に、光像形成部１６、投影レンズユニット１８によりデジタルフォト
フレーム１の背面側に位置する壁面Ｗでサブとなる複数の画像を合焦位置で投影させる（
ステップＳ２０８）。
【００８２】
　図８はいずれも、こうして表示部３での画像表示と投影部４での画像投影を実行してい
る状態を、デジタルフォトフレーム１の正面側から見た場合を例示している。　
　図８（Ａ）では、デジタルフォトフレーム１の表示部３でメインとなる画像を表示する
と共に、デジタルフォトフレーム１の背面側に位置する、比較的近い位置にある壁面Ｗ１
に対して、複数、例えば４つのサブとなる画像を投影部４により投影している状態を示す
。
【００８３】
　このように近い位置にある壁面Ｗ１で用いる投影レイアウトパターン１では、投影領域
ＰＡ１１の下端が台Ｂより上に位置するため、下端部中央のデジタルフォトフレーム１の
ためのマスク領域Ｍ１１が浅く設定されており、また投影領域ＰＡ１１１の絶対的な面積
が小さいものとして４つのサブ画像を投影するものとしている。
【００８４】
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　これに対して図８（Ｂ）では、デジタルフォトフレーム１の表示部３でメインとなる画
像を表示すると共に、デジタルフォトフレーム１の背面側に位置する、比較的中間的な位
置にある壁面Ｗ２に対して、複数、例えば５つのサブとなる画像を投影部４により投影し
ている状態を示す。
【００８５】
　このように中間的な位置にある壁面Ｗ２で用いる投影レイアウトパターン２では、投影
領域ＰＡ１２の下端と台Ｂとがほぼ一致しているため、下端部中央にデジタルフォトフレ
ーム１とほぼ同じアスペクト比のマスク領域Ｍ１２を設定しており、また投影領域ＰＡ１
２の絶対的な面積から、５つのサブ画像を投影するものとしている。
【００８６】
　さらに図８（Ｃ）では、デジタルフォトフレーム１の表示部３でメインとなる画像を表
示すると共に、デジタルフォトフレーム１の背面側に位置する、比較的遠い位置にある壁
面Ｗ３に対して、複数、例えば６つのサブとなる画像を投影部４により投影している状態
を示す。
【００８７】
　このように比較的遠くに位置する壁面Ｗ３で用いる投影レイアウトパターン３では、投
影領域ＰＡ１３の下端が完全に台Ｂよりもしたに位置するため、台Ｂよりもしたに位置す
る下端部全辺をマスク領域Ｍ１３ａとすると共に、その上側の中央にデジタルフォトフレ
ーム１とほぼ同じアスペクト比のマスク領域Ｍ１３ｂを設定しており、また投影領域ＰＡ
１３の絶対的な面積から、７つのサブ画像を投影するものとしている。
【００８８】
　この表示と投影とを行なった状態から、切替わりのタイミングとなったか否か、すなわ
ち予め設定されている一定時間が経過したか否かを判断する（ステップＳ２０９）。ここ
でまだ切替わりタイミングではなく、一定時間が経過していないと判断すると、再び上記
ステップＳ２０８の処理に戻る。
【００８９】
　こうしてステップＳ２０８，Ｓ２０９の処理を繰返し実行することにより、ＣＰＵ１９
は表示部３でのメイン画像の表示と投影部４による複数のサブ画像の投影とを行ないなが
ら、一定時間が経過するのを待機する。
【００９０】
　そして、切替わりのタイミングとなるとステップＳ２０９でそれを判断し、再び上記ス
テップＳ２０５からの処理に戻って、次の画像データを選択する。
【００９１】
　以上詳述した如く本実施形態によれば、投影面までの距離を測定した上でその測定結果
に従って合焦処理を行なうものとした。これにより、正確に合焦した鮮鋭な画像を投影さ
せることが可能となる。
【００９２】
　また、上記実施形態では、測距結果によって複数の投影レイアウトパターンの中から１
つを選択するものとしたので、投影距離と投影部４での投影角度とに対応した投影画像を
作成して投影させることができ、違和感がなく自然な投影画像を提供できる。
【００９３】
　特に上記実施形態では、測距結果に従って投影に使用しないマスク部分の領域と投影す
る画像の数とを設定した投影レイアウトパターンを選択するものとしたので、より多くの
画像を効率的且つ違和感がなく自然な投影画像として提供できる。
【００９４】
　なお、上記第１及び第２の実施形態はいずれも、投影部４がＲ，Ｇ，ＢのＬＥＤを光源
とした投影方式を有するものとして説明したが、本発明はプロジェクタとしての投影方式
、光源の素子や光像を形成する表示素子等を限定するものではない。
【００９５】
　また、上記測距部５が例えばアクティブフォーカス方式で投影光軸に沿った壁面Ｗまで
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の距離をさてするものとして説明したが、本発明は測距方式等を限定するものでもなく、
他にも例えば位相差センサを用いる方式や、パッシブフォーカス方式等により測距可能と
なる。
【００９６】
　その他、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、上述した実施形態で実行さ
れる機能は可能な限り適宜組み合わせて実施しても良い。上述した実施形態には種々の段
階が含まれており、開示される複数の構成要件による適宜の組み合せにより種々の発明が
抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除さ
れても、効果が得られるのであれば、この構成要件が削除された構成が発明として抽出さ
れ得る。
【符号の説明】
【００９７】
　１，１′…デジタルフォトフレーム、１ａ…フレーム筐体、２…スタンド、３…表示部
、４…投影部、５…測距部、１１…内蔵メモリ、１２…メモリカード、１３…メモリコン
トローラ、１４…表示コントローラ、１５…投影処理部、１６…光像形成部、１７…光源
部、１８…投影レンズユニット、１９…ＣＰＵ、２０…メインメモリ、２１…プログラム
メモリ、２２…操作部、２３…測距演算部、２４…測距センサ、Ｂ…台、Ｃ…コネクタ、
Ｍ…マスク領域、ＰＡ…投影領域、ＳＢ…システムバス、Ｗ，Ｗ１～Ｗ３…壁面。

【図１】 【図２】
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